
 

 

議案第４５号  

 

瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  令和５年９月１日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正に伴い、条例を改

正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正する条例  

 

瑞穂町税賦課徴収条例（昭和２５年条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができ

なかった金額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付を

すべき金額により」を加え、「の同項の」を「の前項の」に、「若

しくは町民税に充当し」を「、個人の町民税若しくは森林環境税を

納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若し

くは納入する」に改める。  

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項

を同条第６項とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」を「第１項及び前 

 

 

 



 

 

項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第 

１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項

を加える。  

２  前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給

与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載す

べき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出

した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書

（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提

出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないと

きは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代え

て当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第

１項の規定による申告書を提出することができる。  

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中

「によって」を「により」に改め、同条に次の１項を加える。  

３  森林環境税は、当該個人の町民税の均等割を賦課し、及び徴収

する場合に併せて賦課し、及び徴収する。  

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森

林環境税額の合算額」に、「によって」を「により」に改める。  

第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」

を「には」に改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収

を行う森林環境税額を含む。次項及び第５項において同じ。）」を

加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「によって」を

「により」に改め、同条第３項中「によって」を「により」に、「そ

の事情」を「その事情が」に改め、同条第５項及び第６項中「によ

って」を「により」に改める。  

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」

を「には」に改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」

に、「第１７条の２の規定によって」を「第１７条の２の２第１項

第２号に規定する市町村徴収関係過誤納金とみなして、同条第３項、

第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市

町村徴収関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、



 

 

又は納入することを委託したものとみなす」に改める。  

第４７条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴

収することが」に、「である場合においては」を「である場合には」

に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う

森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の５において同じ。）」

を加え、「によって徴収する場合においては」を「により徴収する

場合には」に、「によって徴収する。」を「により徴収する。」に

改め、同項第２号及び同条第２項中「によって」を「により」に改

める。  

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「において

は」を「には」に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法に

より」に、「第１７条の２の規定によって」を「第１７条の２の２

第１項第２号に規定する市町村徴収関係過誤納金とみなして、同条

第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、

当該市町村徴収関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納

付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。  

附則第１０条の２第１６項を次のように改める。  

１６  法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合

は２分の１とする。  

附則第１０条の３中第１２項を第１３項とし、第１１項を第１２

項とし、第１０項の次に次の１項を加える。  

１１  法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに

係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して町長に提

出しなければならない。  

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）  

（２）家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積  

（３）家屋の建築年月日及び登記年月日  

（４）当該工事が完了した年月日  



 

 

（５）当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由  

附則第１５条の２第４項及び附則第１６条の２第３項中「１００

分の１０」を「１００分の３５」に改める。  

 

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項

の改正規定、同条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第

４４条、第４７条、第４７条の２及び第４７条の６の改正規定

並びに附則第１５条の２第４項の改正規定及び附則第１６条

の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条の

規定  令和６年１月１日  

（２）第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定  令和７

年１月１日  

（町民税に関する経過措置）  

第２条  前条第１号に掲げる規定による改正後の瑞穂町税賦課徴収

条例の規定中個人の町民税に関する部分は、令和６年度以後の年

度分の個人の町民税について適用し、令和５年度分までの個人の

町民税については、なお従前の例による。  

２  この条例による改正後の瑞穂町税賦課徴収条例（以下「新条例」

という。）第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日

以後に支払を受けるべき瑞穂町税賦課徴収条例第３６条の３の２

第１項に規定する給与（以下この項において「給与」という。）

について提出する同項の規定による申告書について適用し、同日

前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申

告書については、なお従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第３条  新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第１

号に掲げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車

に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日



 

 

前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。  

２  新条例附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。  
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瑞穂町税賦課徴収条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

第1章 略 第1章 略 

第2章 略 第2章 略 

第1節 町民税 第1節 町民税 

第23条から第34条の8 略 第23条から第34条の8 略 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) (配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 

第34条の9 略 第34条の9 略 

2 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かった金額があるときは、当該控除するこ

とができなかった金額は、令第48条の9の3

から第48条の9の6までに定めるところによ

り、同項の納税義務者に対しその控除する

ことができなかった金額を還付し、又は当

該控除することができなかった金額のうち

法第314条の9第2項後段に規定する還付を

すべき金額により当該納税義務者の前項の

申告書に係る年度分の個人の都民税、個人

の町民税若しくは森林環境税を納付し、若

しくは納入し、若しくは当該納税義務者の

未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入

する。 

2 前項の規定により控除されるべき額で同

項の所得割の額から控除することができな

かった金額があるときは、当該控除するこ

とができなかった金額は、令第48条の9の3

から第48条の9の6までに定めるところによ

り、同項の納税義務者に対しその控除する

ことができなかった金額を還付し、又は 

                   

                   

        当該納税義務者の同項の

申告書に係る年度分の個人の都民税若しく

は町民税に充当し           

      、若しくは当該納税義務者の

未納に係る徴収金に充当する      

  。 

3 略 3 略 

第35条から第36条の3 略 第35条から第36条の3 略 

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書) 

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書) 

第36条の3の2 略 第36条の3の2 略 

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定に

よる申告書を給与支払者を経由して提出す

る場合において、当該申告書に記載すべき

事項がその年の前年において当該給与支払

者を経由して提出した前項又は法第317条
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の3の2第1項の規定による申告書(その者が

当該前年の中途において次項の規定による

申告書を当該給与支払者を経由して提出し

た場合には、当該前年の最後に提出した同

項の規定による申告書)に記載した事項と

異動がないときは、給与所得者は、施行規

則で定めるところにより、前項又は法第31

7条の3の2第1項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前

項又は法第317条の3の2第1項の規定による

申告書を提出することができる。 

3 第1項又は法第317条の3の2第1項の規定に

よる申告書を提出した給与所得者で町内に

住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動

を生じた場合には、第1項又は法第317条の3

の2第1項の給与支払者からその異動を生じ

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、

その異動の内容その他施行規則で定める事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を

経由して、町長に提出しなければならない。 

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定に

よる申告書を提出した給与所得者で町内に

住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動

を生じた場合には、前項又は法第317条の3

の2第1項の給与支払者からその異動を生じ

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、

その異動の内容その他施行規則で定める事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を

経由して、町長に提出しなければならない。 

4 第1項及び前項の場合において、これらの

規定による申告書がその提出の際に経由す

べき給与支払者に受理されたときは、その

申告書は、その受理された日に町長に提出

されたものとみなす。 

3 前2項    の場合において、これらの

規定による申告書がその提出の際に経由す

べき給与支払者に受理されたときは、その

申告書は、その受理された日に町長に提出

されたものとみなす。 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が令第48条の9の7の2において準用する

令第8条の2の2に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事項を

電磁的方法(電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払

者が令第48条の9の7の2において準用する

令第8条の2の2に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事項を

電磁的方法(電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。
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次条第4項及び第53条の9第3項において同

じ。)により提供することができる。 

次条第4項及び第53条の9第3項において同

じ。)により提供することができる。 

6 前項の規定の適用がある場合における第4

項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「給与支払者に受理されたとき」

とあるのは「給与支払者が提供を受けたと

き」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。 

5 前項の規定の適用がある場合における第3

項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事

項を」と、「給与支払者に受理されたとき」

とあるのは「給与支払者が提供を受けたと

き」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。 

第36条の3の3から第37条 略 第36条の3の3から第37条 略 

(個人の町民税の徴収の方法等) (個人の町民税の徴収の方法 ) 

第38条 個人の町民税は、第44条、第47条の2

第1項、第47条の5又は第53条の5の規定によ

り 特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法により 徴収する。 

第38条 個人の町民税は、第44条、第47条の2

第1項、第47条の5又は第53条の5の規定によ

って特別徴収の方法による場合を除くほ

か、普通徴収の方法によって徴収する。 

2 略 2 略 

3 森林環境税は、当該個人の町民税の均等割

を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課

し、及び徴収する。 

 

第39条及び第40条 略 第39条及び第40条 略 

(個人の町民税の納税通知書) (個人の町民税の納税通知書) 

第41条 個人の町民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、当該年度分の個人

の町民税、個人の都民税及び森林環境税額

の合算額(第47条第1項又は第47条の6第1項

の規定により 徴収する場合にあっては、

特別徴収の方法により 徴収されないこと

となった金額に相当する税額)を前条第1項

の納期(第47条第1項又は第47条の6第1項の

規定により 徴収する場合にあっては、特

別徴収の方法により 徴収されないことと

なった日以後に到来する納期)の数で除し

て得た額とする。 

第41条 個人の町民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、当該年度分の個人

の町民税及び  都民税の合算額    

    (第47条第1項又は第47条の6第1項

の規定によって徴収する場合にあっては、

特別徴収の方法によって徴収されないこと

となった金額に相当する税額)を前条第1項

の納期(第47条第1項又は第47条の6第1項の

規定によって徴収する場合にあっては、特

別徴収の方法によって徴収されないことと

なった日以後に到来する納期)の数で除し

て得た額とする。 

第42条及び第43条 略 第42条及び第43条 略 

(給与所得に係る個人の町民税の特別徴収) (給与所得に係る個人の町民税の特別徴収) 

第44条 個人の町民税の納税義務者が当該年 第44条 個人の町民税の納税義務者が当該年
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度の初日の属する年の前年中において給与

の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて給与の支払を受けている者(次の各号

に掲げるもののうち特別徴収の方法により

 徴収することが著しく困難であると認め

られる者を除く。以下この条において「給

与所得者」という。)である場合には  、

当該納税義務者の前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額(これと併せて賦課

徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び

第5項において同じ。)の合算額を特別徴収

の方法により 徴収する。 

度の初日の属する年の前年中において給与

の支払を受けた者であり、かつ、同日にお

いて給与の支払を受けている者(次の各号

に掲げるもののうち特別徴収の方法によっ

て徴収することが著しく困難であると認め

られる者を除く。以下この条において「給

与所得者」という。)である場合においては、

当該納税義務者の前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額         

                   

          の合算額を特別徴収

の方法によって徴収する。 

(1)(2) 略 (1)(2) 略 

2 前項の納税義務者について、当該納税義務

者の前年中の所得に給与所得以外の所得が

ある場合には   、当該給与所得以外の

所得に係る所得割額を同項の規定により 

特別徴収の方法により 徴収すべき給与所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額に

加算して特別徴収の方法により 徴収す

る。ただし、第36条の2第1項の申告書に給

与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴

収の方法により 徴収されたい旨の記載が

あるときは、この限りでない。 

2 前項の納税義務者について、当該納税義務

者の前年中の所得に給与所得以外の所得が

ある場合においては、当該給与所得以外の

所得に係る所得割額を同項の規定によって

特別徴収の方法によって徴収すべき給与所

得に係る所得割額及び均等割額の合算額に

加算して特別徴収の方法によって徴収す

る。ただし、第36条の2第1項の申告書に給

与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴

収の方法によって徴収されたい旨の記載が

あるときは、この限りでない。 

3 前項本文の規定により 給与所得者の給

与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法により 徴収することとなった後

において、当該給与所得者について給与所

得以外の所得に係る所得割額の全部又は一

部を特別徴収の方法により 徴収すること

が適当でないと認められる特別の事情が生

じたため、当該給与所得者から給与所得以

外の所得に係る所得割額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収することとされ

たい旨の申出があった場合でその事情がや

むを得ないと認められるときは、町長は、

当該特別徴収の方法により 徴収すべき給

3 前項本文の規定によって給与所得者の給

与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴

収の方法によって徴収することとなった後

において、当該給与所得者について給与所

得以外の所得に係る所得割額の全部又は一

部を特別徴収の方法によって徴収すること

が適当でないと認められる特別の事情が生

じたため、当該給与所得者から給与所得以

外の所得に係る所得割額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収することとされ

たい旨の申出があった場合でその事情 や

むを得ないと認められるときは、町長は、

当該特別徴収の方法によって徴収すべき給
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与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特

別徴収により徴収していない額の全部又は

一部を普通徴収の方法により徴収するもの

とする。 

与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特

別徴収により徴収していない額の全部又は

一部を普通徴収の方法により徴収するもの

とする。 

4 略 4 略 

5 納税義務者である給与所得者に対し給与

の支払をする者に当該年度の初日の翌日か

ら翌年の4月30日までの間において異動を

生じた場合において、当該給与所得者が当

該給与所得者に対して新たに給与の支払を

する者となった者(所得税法第183条の規定

により 給与の支払をする際、所得税を徴

収して納付する義務がある者に限る。以下

この項において同じ。)を通じて、当該異動

により 従前の給与の支払をする者から給

与の支払を受けなくなった日の属する月の

翌月の10日(その支払を受けなくなった日

が翌年の4月中である場合には、同月30日)

までに、第1項の規定により特別徴収の方法

により 徴収されるべき前年中の給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額(既

に特別徴収の方法により 徴収された金額

があるときは、当該金額を控除した金額)

を特別徴収の方法により 徴収されたい旨

の申出をしたときは、当該合算額を特別徴

収の方法により 徴収するものとする。た

だし、当該申出が翌年の4月中にあった場合

において、特別徴収の方法により 徴収す

ることが困難であると町長が認めるとき

は、この限りでない。 

5 納税義務者である給与所得者に対し給与

の支払をする者に当該年度の初日の翌日か

ら翌年の4月30日までの間において異動を

生じた場合において、当該給与所得者が当

該給与所得者に対して新たに給与の支払を

する者となった者(所得税法第183条の規定

によって給与の支払をする際、所得税を徴

収して納付する義務がある者に限る。以下

この項において同じ。)を通じて、当該異動

によって従前の給与の支払をする者から給

与の支払を受けなくなった日の属する月の

翌月の10日(その支払を受けなくなった日

が翌年の4月中である場合には、同月30日)

までに、第1項の規定により特別徴収の方法

によって徴収されるべき前年中の給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額(既

に特別徴収の方法によって徴収された金額

があるときは、当該金額を控除した金額)

を特別徴収の方法によって徴収されたい旨

の申出をしたときは、当該合算額を特別徴

収の方法によって徴収するものとする。た

だし、当該申出が翌年の4月中にあった場合

において、特別徴収の方法によって徴収す

ることが困難であると町長が認めるとき

は、この限りでない。 

6 特別徴収の方法により 個人の町民税を

徴収される納税義務者が、当該年度の初日

の属する年の6月1日から12月31日までの間

において給与の支払を受けないこととな

り、かつ、その事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法に

より 徴収されたい旨の納税義務者からの

6 特別徴収の方法によって個人の町民税を

徴収される納税義務者が、当該年度の初日

の属する年の6月1日から12月31日までの間

において給与の支払を受けないこととな

り、かつ、その事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法に

よって徴収されたい旨の納税義務者からの
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申出があった場合及び当該納税義務者が翌

年の1月1日から4月30日までの間において

給与の支払を受けないこととなった場合に

は、その者に対してその年の5月31日までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超える

ものがあるときに限り、当該月割額の全額

(同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなった

ときにあっては、同日までに支払われた当

該給与又は退職手当等の額から徴収するこ

とができる額)を特別徴収の方法により 

徴収する。 

申出があった場合及び当該納税義務者が翌

年の1月1日から4月30日までの間において

給与の支払を受けないこととなった場合に

は、その者に対してその年の5月31日までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超える

ものがあるときに限り、当該月割額の全額

(同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなった

ときにあっては、同日までに支払われた当

該給与又は退職手当等の額から徴収するこ

とができる額)を特別徴収の方法によって

徴収する。 

第45条から第46条の5 略 第45条から第46条の5 略 

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収

税額への繰入れ) 

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収

税額への繰入れ) 

第47条 個人の町民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に

係る特別徴収税額を特別徴収の方法により

 徴収されないこととなった場合には  

 、特別徴収の方法により 徴収されない

こととなった金額に相当する税額は、特別

徴収の方法により 徴収されないこととな

った日以後において到来する第40条第1項

の納期がある場合には   、そのそれぞ

れの納期において、その日以後に到来する

同項の納期がない場合には   直ちに、

普通徴収の方法により 徴収するものとす

る。 

第47条 個人の町民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に

係る特別徴収税額を特別徴収の方法によっ

て徴収されないこととなった場合において

は、特別徴収の方法によって徴収されない

こととなった金額に相当する税額は、特別

徴収の方法によって徴収されないこととな

った日以後において到来する第40条第1項

の納期がある場合においては、そのそれぞ

れの納期において、その日以後に到来する

同項の納期がない場合においては直ちに、

普通徴収の方法によって徴収するものとす

る。 

2 法第321条の6第1項の通知により 変更さ

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る個

人の町民税の納税者について、既に特別徴

収義務者から町に納入された給与所得に係

る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべ

き給与所得に係る特別徴収税額を超える場

合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税

額がない場合を含む。)において、当該納税

2 法第321条の6第1項の通知によって変更さ

れた給与所得に係る特別徴収税額に係る個

人の町民税の納税者について、既に特別徴

収義務者から町に納入された給与所得に係

る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべ

き給与所得に係る特別徴収税額を超える場

合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税

額がない場合を含む。)において、当該納税
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者の未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2

の2第1項第2号に規定する市町村徴収関係

過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及

び第7項の規定を適用することができるも

のとし、当該市町村徴収関係過誤納金によ

り当該納税者の未納に係る徴収金を納付

し、又は納入することを委託したものとみ

なす。 

者の未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2

の規定によって            

                   

                   

                   

 当該納税者の未納に係る徴収金に充当す

る                  

  。 

(公的年金等に係る所得に係る個人の町民

税の特別徴収) 

(公的年金等に係る所得に係る個人の町民

税の特別徴収) 

第47条の2 個人の町民税の納税義務者が当

該年度の初日の属する年の前年中において

公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、

同日において老齢等年金給付(法第321条の

7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下こ

の節において同じ。)の支払を受けている年

齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴

収することが 著しく困難であると認めら

れるものとして次に掲げるものを除く。以

下この節において「特別徴収対象年金所得

者」という。)である場合には   、当該

納税義務者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額(これと併

せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

以下この条及び第47条の5において同じ。)

の合算額(当該納税義務者に係る均等割額

を第44条第1項の規定により特別徴収の方

法により徴収する場合には    、公的

年金等に係る所得に係る所得割額。以下こ

の条及び第47条の5において同じ。)の2分の

1に相当する額(以下この節において「年金

所得に係る特別徴収税額」という。)を当該

年度の初日の属する年の10月1日から翌年

の3月31日までの間に支払われる老齢等年

金給付から当該老齢等年金給付の支払の際

に特別徴収の方法により徴収する。  

第47条の2 個人の町民税の納税義務者が当

該年度の初日の属する年の前年中において

公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、

同日において老齢等年金給付(法第321条の

7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下こ

の節において同じ。)の支払を受けている年

齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって

徴収することが著しく困難であると認めら

れるものとして次に掲げるものを除く。以

下この節において「特別徴収対象年金所得

者」という。)である場合においては、当該

納税義務者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額     

                   

                   

の合算額(当該納税義務者に係る均等割額

を第44条第1項の規定により特別徴収の方

法によって徴収する場合においては、公的

年金等に係る所得に係る所得割額。以下こ

の条及び第47条の5において同じ。)の2分の

1に相当する額(以下この節において「年金

所得に係る特別徴収税額」という。)を当該

年度の初日の属する年の10月1日から翌年

の3月31日までの間に支払われる老齢等年

金給付から当該老齢等年金給付の支払の際

に特別徴収の方法によって徴収する。 
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(1) 略  (1) 略  

(2)特別徴収の方法により 徴収すること

とした場合には当該年度において当該老

齢等年金給付の支払を受けないこととな

ると認められる者 

(2)特別徴収の方法によって徴収すること

とした場合には当該年度において当該老

齢等年金給付の支払を受けないこととな

ると認められる者 

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して

課する個人の町民税のうち当該特別徴収対

象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

から年金所得に係る特別徴収税額を控除し

た額を第40条第1項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の9月30日ま

での間に到来するものにおいて普通徴収の

方法により 徴収する。 

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して

課する個人の町民税のうち当該特別徴収対

象年金所得者の前年中の公的年金等に係る

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

から年金所得に係る特別徴収税額を控除し

た額を第40条第1項の納期のうち当該年度

の初日からその日の属する年の9月30日ま

での間に到来するものにおいて普通徴収の

方法によって徴収する。 

第47条の3から第47条の5 略 第47条の3から第47条の5 略 

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴

収税額への繰入れ) 

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴

収税額への繰入れ) 

第47条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項

(これらの規定を法第321条の7の8第3項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。)

の規定により特別徴収の方法により 徴収

されないこととなった金額に相当する税額

は、その特別徴収の方法により 徴収され

ないこととなった日以後において到来する

第40条第1項の納期がある場合には   

そのそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合には  

 直ちに、普通徴収の方法により 徴収す

るものとする。 

第47条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項

(これらの規定を法第321条の7の8第3項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。)

の規定により特別徴収の方法によって徴収

されないこととなった金額に相当する税額

は、その特別徴収の方法によって徴収され

ないこととなった日以後において到来する

第40条第1項の納期がある場合においては

そのそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合において

は直ちに、普通徴収の方法によって徴収す

るものとする。 

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8

第3項において読み替えて準用する場合を

含む。)の規定により年金所得に係る特別徴

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

を特別徴収の方法により 徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者につい

て、既に特別徴収義務者から町に納入され

た年金所得に係る特別徴収税額又は年金所

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8

第3項において読み替えて準用する場合を

含む。)の規定により年金所得に係る特別徴

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

を特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者につい

て、既に特別徴収義務者から町に納入され

た年金所得に係る特別徴収税額又は年金所
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得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対

象年金所得者から徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別

徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所

得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額がない場合を含む。)におい

て当該特別徴収対象年金所得者の未納に係

る徴収金があるときは、当該過納又は誤納

に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号

に規定する市町村徴収関係過誤納金とみな

して、同条第3項、第6項及び第7項の規定を

適用することができるものとし、当該市町

村徴収関係過誤納金により当該特別徴収対

象年金所得者の未納に係る徴収金を納付

し、又は納入することを委託したものとみ

なす。 

得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対

象年金所得者から徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別

徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所

得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額がない場合を含む。)におい

て当該特別徴収対象年金所得者の未納に係

る徴収金があるときは、当該過納又は誤納

に係る税額は、法第17条の2の規定によって

                   

                   

                   

            当該特別徴収対

象年金所得者の未納に係る徴収金に充当す

る                  

  。 

第48条から第53条の12 略 第48条から第53条の12 略 

第2節から第6節 略 第2節から第6節 略 

附 則 附 則 

第1条から第10条 略 第1条から第10条 略 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定め

る割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定め

る割合) 

第10条の2 略 第10条の2 略 

2から15 略 2から15 略 

16 法附則第15条の9の3第1項に規定する条

例で定める割合は2分の1とする。 

16 法附則第64条に規定する条例で定める割

合は0とする。 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告) 

第10条の3 略 第10条の3 略 

2から10 略 2から10 略 

11 法附則第15条の9の3第1項に規定する特

定マンションに係る区分所有に係る家屋に

ついて、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該特定マンションに係る同項に

規定する工事が完了した日から3月以内に、
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次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第7条第16項各号に掲げる書類を添

付して町長に提出しなければならない。 

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号(個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称) 

 

(2)家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積  

(3)家屋の建築年月日及び登記年月日  

(4)当該工事が完了した年月日  

(5)当該工事が完了した日から3月を経過し

た後に申告書を提出する場合には、3月以

内に提出することができなかった理由 

 

12 略 11 略 

13 略 12 略 

第11条から第15条 略 第11条から第15条 略 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例) 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例) 

第15条の2 略 第15条の2 略 

2及び3 略  2及び3 略  

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、

同項の不足額に、これに100分の35の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、

同項の不足額に、これに100分の10の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

第15条の3から第16条 略 第15条の3から第16条 略 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第16条の2 略 第16条の2 略 

2 略  2 略  

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項

の不足額に、これに100分の35の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項

の不足額に、これに100分の10の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

第16条の3から第25条 略 第16条の3から第25条 略 
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附 則  

(施行期日)  

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 

(1)第34条の9第2項並びに第38条の見出し

及び同条第1項の改正規定、同条に1項を

加える改正規定並びに第41条、第44条、

第47条、第47条の2及び第47条の6の改正

規定並びに附則第15条の2第4項の改正規

定及び附則第16条の2第3項の改正規定並

びに次条第1項並びに附則第3条の規定 

令和6年1月1日 

 

(2)第36条の3の2の改正規定及び次条第2項

の規定 令和7年1月1日 

 

(町民税に関する経過措置)  

第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後

の瑞穂町税賦課徴収条例の規定中個人の町

民税に関する部分は、令和6年度以後の年度

分の個人の町民税について適用し、令和5

年度分までの個人の町民税については、な

お従前の例による。 

 

2 この条例による改正後の瑞穂町税賦課徴

収条例(以下「新条例」という。)第36条の3

の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支

払を受けるべき瑞穂町税賦課徴収条例第36

条の3の2第1項に規定する給与(以下この項

において「給与」という。)について提出す

る同項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与につい

て提出した同項の規定による申告書につい

ては、なお従前の例による。 

 

(軽自動車税に関する経過措置)  

第3条 新条例附則第15条の2第4項の規定は、

附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以

後に取得された3輪以上の軽自動車に対し
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て課すべき軽自動車税の環境性能割につい

て適用し、同日前に取得された3輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の環境性

能割については、なお従前の例による。 

2 新条例附則第16条の2第3項の規定は、令和

6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

について適用し、令和5年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例に

よる。 
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